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計画策定の背景

京奈和自動車道路等の概要

奈良市を南北に縦貫する京奈和自動車道は、京都と和歌

山を結ぶ高規格幹線道路で、京都～奈良～和歌山の拠点都市

の連携強化を図るとともに、地域的には、奈良県の南北軸と

しての骨格をなし、県内の交流の促進や、国道24号の渋滞

緩和、交通事故の減少、広域的な観光振興など地域の活性化

に寄与する役割を担っている。

また、京奈道路の木津インターチェンジから西名阪自動

車道までの区間である大和北道路には（仮称）奈良インター

チェンジ（以下「（仮称）奈良IC」とする）の設置が八条三

丁目付近に計画され、早期実現に向けた取り組みが行われて

いる。
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京奈和自動車道の概要



はじめに

目的

大和北道路（仮称）奈良ICの開設と、隣接するJR関西本線の高架化にあわせ新駅の開設も計画されている。これらのこ

とから、当該地域は交通利便性の飛躍的な向上が図られ、奈良市の新たな拠点となることが期待され、あらかじめ（仮称)奈

良IC周辺の適切なまちづくり計画について策定しておく必要がある。

本構想は、（仮称）奈良IC周辺において、アクセス道路である西九条佐保線、鉄道施設及び関連道路等の整備計画を踏ま

え、（仮称）奈良IC周辺地区のまちづくりの方向性、導入機能などについての基本構想を策定するものである。

2
平成30年代半ばの道路等の想定図 （仮称）奈良IC周辺の鳥瞰図



地区の現況

3

対象地区の位置及び区域

• 奈良市中央部奈良市役所の南方約2㎞に位置し、大和郡山

市境界までは約1.5㎞の距離にある。

• まちづくり計画策定を実施する「計画対象地区」は、（仮

称）奈良ＩＣ及びJR関西本線新駅に隣接している市街化

調整区域約32.3haである。

• 周辺は、新駅より南東側がまとまった農地(ほとんど水田

として利用)となっており、（仮称）奈良ＩＣ建設予定地

及び新駅周辺は、建設資材置場としての利用が一部みられ

るほか、保育所が立地している。

計画対象地区の位置及び区域

奈良市南部に位置し、周辺は農地

計画対象地区の位置及び区域

凡 例

計画対象地区

新駅

史跡大安寺旧境内

市界

大
和
郡
山
市

ＪＲ奈良駅

奈良市役所



地区の現況

人口・世帯の状況

• 奈良市人口は平成12年の37.5万人から平成22年の36.7万人へと

2.2%減少し、世帯は13.6万世帯から14.7万世帯へと8.4%の増加と

なっている。

• 計画対象地区周辺では、同じく20,234人から、19,851人へと1.9%

の減少、世帯数は7,451人から8,151人へと9.4%の増加となってお

り、奈良市全体からみると、人口減少率は緩やかである（国勢調査結

果による）。

4

計画対象地区周辺の土地利用の状況

【農業】
• 計画対象地区周辺は、農業振興地域に含まれておらず、ほ場整備等の

面的基盤整備も実施されていない。

• 計画対象地区周辺の市街化区域内には、生産緑地が多数指定され、小

規模農業生産となっている。

• 水田の裏作として「千筋水菜（八条水菜）」栽培がおこなわれている。

【工業】
• 奈良市は工業のウェイトが低い市であるが、南部地域には一定の工業

集積が見られる。

• 国道24号沿道及び準工業地域に小規模の工場が見られるほか、大和郡

山市境界付近に西九条工業団地及び北之庄工場集積地がある。

【商業】
• 大安寺地区、辰市地区を見ると商業の立地は少ないものの、済美地区、

大宮地区、都跡地区の周辺地区を含めると、奈良市の4割から5割の商

業の集積がみられる。

• 卸売業については奈良市の約57％（年間商業販売額）が集積している。

• 小売業は国道24号沿道に沿道性の高い商業施設が立地している。

土地利用現況図（H26）

計画対象地区周辺の人口減少率は緩やか

農振地区未指定。稲作、水菜栽培が営まれる

一定の工業集積がある

国道24号沿いに立地

計画対象地区周辺の町丁目区分

凡 例

計画対象地区

新駅

史跡大安寺旧境内

凡 例

計画対象地区

新駅

市街化区域界



地区周辺の観光資源

• 奈良市の観光資源（奈良盆地地域）は、大きくは東大

寺、興福寺、元興寺、春日大社、春日山原始林など世

界遺産が集中し、奈良公園やならまちと一体となった

旧市街地一帯と国の特別史跡であり、世界遺産である

平城宮跡、さらにその南部につながる唐招提寺、薬師

寺からなる西ノ京一帯のエリアに分けられる。

地区の現況

地域の観光資源

• 新駅及び（仮称）奈良IC予定地の東に「史跡大安寺旧境内」
がある。

• 大安寺は平城京では南都七大寺のひとつで南大寺とも呼ばれ、
地域の歴史の象徴、最大の観光資源といえる。

• 平城京における大安寺は、六条大路と東三坊大路交差部の東
側に位置し、南大門は六条大路に面する。また、西塔と東塔
は今の八幡宮の南側に位置する。

• 大安寺北側の杉山古墳は、前方後円墳の緑の姿をとどめ貴重
である。

• 西ノ京地区からの「歴史の道」が観光ルートとなっている。
• 現在の西九条町、杏町周辺にあったとされる平城京東市は、

大陸からの人や物資も集まった市で、観光上重要との意見が
ある。

5

地区周辺の観光の資源

地域観光資源の状況

計画対
象地区

地区の東西に世界遺産が集積 史跡大安寺旧境内などの歴史的資源が存在

凡 例

新駅

歴史の道

東市推定地

史跡大安寺旧境内

平城京条坊復元地

杉山古墳

計画対
象地区

四条大路

六条大路

五条大路

三条大路

計画対象地区



地区の現況

地域交通の状況

【道路】

• 幹線道路は、計画対象地区の西に国道

24号バイパス線、東に（都）奈良橿原

線、計画対象地区北側を東西方向に走る

県道京終停車場薬師寺線がある。

• 県道京終停車場薬師寺線は、狭隘区間が

多く、対面交通が困難となっている。

• 地域内の南北方向には広域幹線道路はな

く、都市計画道路としてインターチェン

ジをつなぐ西九条佐保線（地区内はＷ

=12ｍ）が位置づけされている。本都市

計画道路の西九条町方面は一部整備済み

である。

【鉄道】

• ＪＲ関西本線の最寄駅は、北が奈良駅、

南が郡山駅で、その間は約4.5㎞あり、

地区住民は徒歩での鉄道利用は困難であ

る。

【バス】

• バスルートは南北方向には発達してい

るが、東西方向の結びつきには弱い。

特に西ノ京の歴史的資源との連絡に対

するバス交通は未整備である。
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地域交通の状況

一部狭隘区間がある

徒歩での鉄道駅利用が困難

東西方向の結びつきが弱い



地区の現況

都市計画の状況

• 計画対象地区は市街化調整区域となっている。

• 計画対象地区周辺の都市計画は以下のとおり。

• 市街化区域の用途地域の多くは第一種住居地域（200/60）に

指定されている。

• （都）奈良橿原線沿線や佐保川と菰川の合流点北側付近は準工

業地域（200/60）、国道24号バイパス沿線部は近隣商業地域

（200/80）、第二種住居地域（200/60）、に指定されてい

る。

• 第一種低層住居専用地域（60/40）が四条大路南町一帯に指定

されている。

• 各用途地域には以下に示す高度地区の規制がある。

＊第一種低層住居専用地域・・・・・ 無指定（高さ制限10ｍ）

＊第一種住居地域・・・・・・・・・ 15ｍ高度地区

15m斜線高度地区

20m高度地区

＊第二種住居地域・・・・・・・・・ 15ｍ高度地区

25m高度地区

＊近隣商業地域・・・・ ・・・・ ・ 20ｍ高度地区

25ｍ高度地区

＊商業地域・・・・・・・・・・・・ 25ｍ高度地区

＊準工業地域・・ ・・ ・・・・・・・ 20ｍ高度地区

＊工業地域・・ ・ ・・ ・・・・・・・ 20ｍ高度地区

7
都市計画の状況図
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川

計画対象地区は全て市街化調整区域



地区の現況

上位計画の位置づけと関連計画等

8奈良県都市計画区域マスタープランでの位置づけ 奈良市改訂都市計画マスタープランでの位置づけ

⑥交通問題解消の検討方向
（奈良中心市街地交通処理対策検討委員会）

①観光交流の位置づけ
（奈良市第４次総合計画後期基本計画）

②土地利用の方針
（奈良県都市計画区域マスタープラン）

③（仮称）奈良ICの位置づけ
（奈良市改訂都市計画マスタープラン）

④歴史・観光の位置づけ
（奈良市改訂都市計画マスタープラン）

⑤地域のまちづくりの位置づけ
（奈良県「川辺のまちづくり」事業）

• 奈良市内交通渋滞の抜本的解消策として、中心市街地の外側に３方面別のパーク＆ライド駐車場
等の設置が必要と検討されており、計画対象地区は南方面の受け口と想定されている。

• （仮称）奈良ＩＣ周辺は、交流の玄関口としてＪＲ関西本線の新駅設置を促進し、交通結節点と
して観光交流機能を強化することが位置づけられている。

• （仮称）奈良ＩＣ周辺の整備については、観光拠点形成、観光交流軸の形成を図るとされている。

• 交流の玄関口として期待され、交通面での重要な結節点として、渋滞解消のためのパーク＆ライ
ド、サイクルライドの拠点整備、景観整備、情報発信施設等について明記されている。

• 観光交流機能として位置づけ、広域連携軸、地域連携軸の整備により、東西の観光ネットワーク
として強化することが位置づけられている。

• 住宅地と緑・河川のネットワークのまちづくりの検討が進められている。

計画対
象地区

計画対
象地区



歴史の道を含め
た計画が必要

川辺のまちづくり

を活かした計画
が必要

史跡大安寺旧境内
・史跡公園を目指す
→整備イメージが課題

西側の市街化調整区域

・市街化編入の検討。用途の狭
間ゾーン

→土地利用検証、展開が課題
→道路整備が課題、検証

西ノ京ゾーンと結節が必要

駅から500m圏の市街化調整区域

・まちづくりの拠点整備（都市機
能）

・交通結節機能
・観光拠点

駅から500m圏の既成市街地
・できるだけ再編していきたい
→規制・誘導措置の検討
→地区計画など

市内渋滞緩和措置必要
・Ｐ＆Ｒ、観光バス拠点など

ならまち・奈良公園周辺
ゾーンと結節が必要

9

地区の課題

主な地域の問題点・課題

地区の課題

南側の市街化調整区域
・農地及び旧集落ゾーン
→原則は保全であるが、市街化

区域編入時は、慎重な検討
が必要
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まちづくりの基本方向

集約されたまちづくりの課題 まちづくりの基本目標

 交通結節機能を活用した、交通体系、観光拠点形成

の検討が必要

 公共交通利便性に欠ける

○上位計画より

 交通結節点と新しいまちづくりが期待されている

 「奈良中心拠点」の西南端に位置づけられ、都市機

能の充実が求められている

新たな奈良市の地域拠点の形成

 （仮称）奈良ＩＣ及びＪＲ関西本線新駅の整備を活

かした交通結節点の構築と周辺地域のまちづくりに

よる新たな奈良市の地域拠点・観光周遊拠点の形成

を図る。

 計画対象地区は、市街化調整区域であるため、土地

利用が制限されている。

 新興住宅、工業、沿道商業でやや雑然とした土地利

用となっている

安全・安心で良好な市街地の形成

 JR関西本線新駅周辺において、環境との調和にも配

慮した、安全・安心で良好な市街地の形成を図る。

 史跡大安寺旧境内の整備イメージが確立されていな

い

 歴史の道が活かされていない

 南の拠点として、地域資源を活用した整備の検討が

必要

○上位計画より

 史跡大安寺旧境内の保全整備が求められている

歴史・水・緑の魅力あるまちづくりの実現

 歴史的資源（史跡大安寺旧境内、東市など）及び自

然的資源（水辺のネットワークや緑）を活かした魅

力あるまちづくりの実現を図る。

課題の集約とまちづくりの基本目標の設定

主な地域の課題を踏まえ、（仮称）奈良ICや新駅による新たなまちづくりについての基本目標を次のように定めた。



まちづくり基本構想 －基本理念・基本目標

基本理念

奈良観光ゲート・アンド・イータウン（NARA・GET）

－いにしえの歴史から未来につながる奈良市観光ゲートと環境・交流都市の創造－

 平城京条坊内の大安寺・東市の賑わ
いの地である計画地において、新た
な交通結節点のポテンシャルを活か
した地域拠点、観光周遊拠点を形成
するとともに、豊かな地域資源を活
かして、環境に配慮（eco)し人々が
交流（exchange)する、にぎわいが
ある「いいまち」の創造を図る。※NARA・GET：Nara tourism gate&eco+exchange town

基本目標

基本目標１：

新たな奈良市の地域拠点の形成

（仮称）奈良ＩＣ及びＪＲ関西本線新駅の
整備を活かした交通結節点の構築と周辺
地域のまちづくりによる新たな奈良市の
地域拠点・観光周遊拠点の形成を図る。

 奈良市南部地域に新たに交流拠点を形成
し、人々が交流でき、活気が生まれるま
ちとする。

 商業・観光施設を配置し、Ｐ＆Ｒ利用者
にとって利用しやすく、単なる交通・観
光拠点ではなく、奈良市の新しいまちを
感じ、享受してもらう、交流機能を有す
る地域拠点とする。

 奈良市内の交通渋滞と観光の問題点を解
消する交通結節点形成を図る。

基本目標２：

安全・安心で良好な市街地の形成

JR関西本線新駅周辺において、環境との
調和にも配慮した、安全・安心で良好な
市街地の形成を図る。

 徒歩圏内に、JR関西本線新駅が整備さ
れる利便性を活かし、多様な世代が歩い
て快適に暮らせる住宅地の形成を図る。

 奈良の風格や地域らしさを重視し、安全
で安心かつ、環境に配慮したまちづくり
を行う。

 交通施設などと連携し、先進的な環境住
宅都市となるまちづくりを目指す。

 環境の整った利便性の高い住宅地を供給
する。

基本目標３：

歴史・水・緑の魅力あるまちづくりの実現

歴史的資源（史跡大安寺旧境内、東市な
ど）及び自然的資源（水辺のネットワー
ク）を活かした魅力あるまちづくりの実現
を図る。

 地域の資源を最大限に活かし、個性的で
魅力あるまちづくりを図る。

 地域住民が主体となり、地域資源（水・
緑・歴史）の環境を活かした先進モデル
住宅地とすることにより、地域住民に
とって、歴史的に繁栄した時代の再生に
つながる、誇りと愛着のまちづくりとな
ることを目指す。

 商業施設や交流施設と地域環境（農業・
自然・歴史）との調和を図り、地区環境
が損なわれないように配慮する。
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道路等骨格図

整備方針 －道路等骨格図

12

西ノ京ゾーンへのアクセス道路
・両側自転車歩行者道路の整備

ならまち、奈良公園周辺ゾーン
へのアクセス道路

・両側自転車・歩行者道
路

両側自転車歩行者道路の
整備

・道路、歩道の必要機能
を満たす整備

【補助道路】

主要道路と各ゾーンをアクセスし、主に歩行者、自転車の動
線として、土地利用の増進を図るための道路をシンボルロー
ドとして設置する。

奈良市南部への
アクセス道路

奈良市中心部へ
のアクセス道路

京都方面へ
のアクセス

大阪、名古屋か
らのアクセス

菰
川



交通施設整備方針

整備方針－土地利用別整備方針
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交通施設の施設配置

新駅の東西に駅前広場、交通広場を配置

※東口広場については、京奈

和自動車道の地下部分の事業

完了までは暫定使用する。

• 観光用Ｐ＆Ｒや周遊バスなど新たな交通結節機能を活かし、観光周遊拠点の形成を図る。

• 新駅設置により、奈良市南部からの利用客を集客し、ＪＲ奈良駅、近鉄奈良駅に集中する利用者の分散を図る。

• 交通結節機能を活かした交流拠点の整備により、県外のみならず県中部・南部との観光交流拠点の形成を図る。

• 観光用Ｐ＆Ｒの設置により、奈良市内中心市街地への渋滞緩和を図る。

• 観光用Ｐ＆Ｒの設置により、京奈和自動車道を利用する車から徒歩自転車など多様な交通手段の提供を行う。

• 新駅東西自由通路により、東口と西口の広場を連携する。



整備方針－土地利用別整備方針

交通施設の機能

機能 備考

バスバース
• 路線バス対応（現状の済生会病院～中心市街地路線に加え、西ノ京方面、奈

良市南部方面を想定）

タクシーバース • 駅前広場に集約する。

タクシープール • タクシー常駐。

乗用車乗降場 • K&R。マイカー送迎用。

駐輪場
• 鉄道利用の通勤・通学・買物主体。
• 広場内に設けるかどうかは検討が必要。

歩行者広場
• 駅、P&R駐車場、駅前広場などが複合するため、動線の整理が必要。
• 地域交通の利用に十分な環境空間が必要。

■西口広場の機能

※K&R（ｷｽｱﾝﾄﾞﾗｲﾄﾞ）：自宅から駅・バス停での家族による送迎

【西口広場】
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交通結節機能の強化を図る東西の駅前広場を整備する。

主に生活用駅前広場を配置

• 交通結節機能の向上を図り、地域交流の場となる駅前広場を整備する。

• 大阪方面への利便性が高まる通勤・通学機能をさらに向上させるため、新駅を経由する路線バスを整備

し、交通拠点機能の強化を図る。

• 地元住民対応の駅前広場として、生活路線のバスバース、タクシー乗り場等を設置する。

• 乗用車乗降場、駐輪場を設置する。



整備方針－土地利用別整備方針

【東口広場】

機能 備考

バスバース

○観光シャトルバス対応（観光地へ直行）
• 西ノ京シャトル
• 平城宮跡シャトル
• 奈良公園周辺シャトル（奈良公園・東大寺・

ならまち）
○奈良観光大循環バス対応
• 新駅～西ノ京ゾーン～平城宮跡ゾーン～奈

良公園周辺ゾーン等～大安寺ゾーン～新駅
○奈良観光小循環バス対応
• 西ルート
新駅～西ノ京ゾーン～平城宮跡ゾーン～新駅

• 東ルート
新駅～大安寺ゾーン～奈良公園周辺ゾーン
等～新駅

○高速バス（起点ＪＲ奈良駅～奈良市内主要ホ
テル）

• 関西空港リムジンバス
• 東京方面高速バス
• 需要に応じ、高速路線バス付加

レンタサイクルポート ○レンタサイクル貸出。

ツーリング用
サイクルポート ○自転車道利用者向け駐輪場

パーク＆ライド（Ｐ＆Ｒ)駐
車場

○自動車と鉄道、バス利用者等を結ぶ観光用
駐車場
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主に観光用駅前広場を配置 ■東口広場の機能

交通結節機能を活かした観光周遊拠点となる交通広
場を東口に整備する。

新たな観光周遊拠点の形成により、JR奈良駅・近鉄
奈良駅に集中している利用者を分散する。

観光用Ｐ＆Ｒ駐車場の設置により、奈良市中心市街
地の渋滞が緩和されるとともに、京奈和自動車道を
利用する車から、徒歩、自転車、多様な観光循環バ
スなど様々な交通手段が選択できる 。

循環ルートを整備し、市内観光地への周遊促進を図
る。

西ノ京ゾーン、平城宮跡ゾーン、奈良公園周辺ゾー
ン、大安寺ゾーンを循環する観光ルートを整備する。

循環バスは、全コースを循環する大循環ルート、東
側・西側をそれぞれ半周する小循環ルートとする。



整備方針－土地利用別整備方針

○商業施設

• 交通結節点に対する有効性（集客性）のため、商業施設を配置する。

• 周辺の農地を活用し、地元で取れる特産物を販売できる商業施設を
配置する。

• 日常商業の利便性を確保し、商業施設を配置する。

• 自動車利用抑制のため、駅の近接に商業施設を配置する。

• 住環境保全のため、娯楽施設（パチンコ・カラオケ等）は設けない
こととする。

【商業・観光・交流機能】

16

土地利用別の導入方針

○観光施設

• 交通結節機能を活用し、集客力を生む様々な観光施設（商業・交
流・宿泊など）と複合した道の駅、観光案内所、観光物産店、農産
物直売所の整備を行う。

• 駅に近接したシティホテルを配置する。

○交流施設

• 交通結節機能を活かし、地域住民や広域からの利用が可能な、文
化・スポーツ・レクリエーション活動等による、地域・広域交流施
設を配置する。

• 新しい地域拠点の形成に伴い、地域住民の生活利便性を向上する行
政サービス機能や、多世代が交流できる住民のコミュニティ活動を
支援する施設を配置する。

【考えられる商業施設】

 地域対象商業施設（スーパー、
ホームセンターなど）

 コミュニティ商業施設

 農産物直売所

【考えられる観光施設】

 道の駅

 観光案内所

 観光物産店

 農産物直売所

 シティホテル

【考えられる交流施設】

 行政サービス施設

 地域交流施設

 文化芸術施設

 コミュニティセンター

 スポーツ施設（体育館・運動場）



整備方針－土地利用別整備方針
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【住宅機能】

• 住宅地整備に当たっては、利便性とともに環境を重視した
スマートシティとする。

• 景観等を配慮し、低層や中層集合住宅の導入が考えられる。

• 若者、子育て世代と高齢者等多世代の交流を育むことがで
きるよう配慮する。

• 水害などの防災に配慮し、周辺の既存福祉施設と関連した
健康福祉施設を配置する。

• 貯留機能を有した健康づくりに資する公園整備を行う。

【健康福祉機能】

【考えられる住宅施設】

 低層住宅

 中層住宅

 介護付き住宅

【考えられる健康福祉施設】

 スポーツジム

 ケアハウス

 公園



整備方針－景観形成方針

景観に配慮したまちづくり

• 歴史的建造物である史跡大安寺旧境内を考慮した景観形成を図る。

• 周辺の自然環境と調和した景観形成を図る。

• 大池（勝間田池）からの眺望景観に配慮する。

• 奈良の都を感じることが出来る鉄道高架駅からの眺望の形成を関係機関等と検討する。

大安寺 大池（勝間田池）からの眺望

18



【土地利用方針】
• 交通結節機能を活かした交通施設ゾーンを整備し、市内の渋滞緩和を図る。
• 観光拠点を中心とし、地域の歴史や環境を活かした観光ルートを整備することで、西ノ

京や奈良公園周辺等近隣ゾーンとの結節を図る。
• 地域住民の交流の場となるゾーンの形成を図る。
• 若者、子育て世代と高齢者等多世代の交流を育む。
• 周辺の住宅地を含め、環境に配慮した住宅地の形成を図る。
• 都市計画制度により、周辺を含め計画的に土地利用を進める。

整備方針 －土地利用構想

土地利用構想

19

【ゾーンの設定】

○交通施設ゾーン

• 西口広場：地域交通のための

駅前広場

• 東口広場：観光交通のための

駅前広場

• Ｐ＆Ｒ駐車場：観光用駐車場

• 鉄道高架下駐輪場：地域交通

のための駐輪場

• レンタサイクルポート

○商業・観光・交流施設ゾーン

• 地域住民を対象とした商業施

設（スーパー等）

• 農産物直売所

• ホテル、温浴施設等

• 地域・広域交流施設

• 行政サービス施設等

○住宅ゾーン

• 景観や周辺の環境に配慮した

中層集合住宅や戸建住宅

○健康福祉ゾーン

• 健康・福祉増進施設（スポー

ツ施設、ケアハウス等）

• 公園

【第１案】
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計画実現に向けての方針

●基盤整備の取り組み
○大和北道路及び（仮称）奈良ＩＣの整備
・平成２１年３月より、国土交通省近畿地方整備局奈良国道事
務所により実施中であり、奈良市は、事業に協力し早期開通の
実現を促進する。

○ＪＲ関西本線新駅及び高架化
・奈良県事業として市、ＪＲと協力のもと、実施に向けた取り
組みが行われている。

○（都）西九条佐保線（（仮称）奈良ＩＣより北側）
・奈良県事業により平成３０年代半ばの完成を目指し、平成２
７年度末の事業化に取り組んでおり、奈良市は事業に協力し事
業完成を促進する。

○（都）西九条佐保線（（仮称）奈良ＩＣより南側）
・計画対象地区における面的整備の動向に合わせ、市事業とし
て整備の検討を行う。

○県道京終停車場薬師寺線の整備（（都）西九条佐保線より西
側）

・都市計画道路としての位置付けを行い、奈良県事業として事
業化を検討している。

○西口広場の整備
・新駅事業に合わせ、関係機関等と協議を行い、都市計画決定
後、市事業として事業化に取り組む。

○東口広場の整備
・新駅事業に合わせ、Ｐ＆Ｒ、観光周遊バス等の実現化に向け
て関係機関等と協議を進める。

○東西道路の整備
・新駅を核とした「ならまちエリア」から「西ノ京エリア」の

東西軸を繋ぐ交通ネットワーク、観光ルートを奈良県、奈良
市が協働で整備の検討に取り組む。

○計画対象地区の面的整備及び補助道路等
・計画対象地区を面的整備し、防災対策、浸水対策に配慮した
まちづくりが可能となり、補助道路を含めた地区全体を一体的
に整備できる土地区画整理事業が有効と考えられ、地権者の協
力のもと民間活力を活かした土地区画整理事業等、関係機関等
との協議しながら整備手法を検討し事業化を促進する。

●都市計画の取り組み
○市街化区域への編入
・計画対象地区の面的整備（土地区画整理事業等）実施に向けての
熟度に合わせ、関係機関等との協議を行い、市街化区域の編入を
促進する。

○用途地域等の指定
・計画対象地区の面的整備（土地区画整理事業等）実施に向けての
熟度に合わせ、関係機関等との協議を行い、良好な環境確保のた
め、適切な土地利用の誘導を図るため、用途地域等の指定を行う。

○高度地区の指定
・計画対象地区の面的整備（土地区画整理事業等）実施に向けての
熟度に合わせ、関係機関等との協議を行い、眺望景観に配慮、周
辺地区との調和するため、建築物の高さの最高限度を制限し、高
度地区の指定を行う。

○地区計画の決定
・計画対象地区の面的整備（土地区画整理事業等）実施に向けての
熟度に合わせ、関係機関との協議を行い、地区の特性を活かした
きめ細やかなまちづくりの実現のため、地区計画の決定を行う。

計画の実現に当たっては、周辺の道路整備や計画対象地区の面的整備などの基盤整備とともに、計画対象地区の市街化区域
への編入など都市計画についての取り組みを行うことが必要となる。主な事業は以下の通り。


